
（１）第４期地域福祉計画の進捗状況について

②重点施策２
地域とともに創る重層的な相談支援体制
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資料２

令和６年３月１日（金）
第２回富田林市地域福祉推進委員会



重点施策評価シート（令和４年度）
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令和４年度
令和５年度
（R6.2.15時点）

備 考

増進型地域福祉ネットワークの構築 ３会議体 ４会議体

重層的支援体制整備事業
就労支援
成年後見制度利用促進
ヤングケアラー支援

政策形成・社会資源の開発 １回 ２回
専門職派遣事業
成年後見制度利用促進協議会の設置

指標
令和８年度
の姿

令和４年度 令和５年度 備考

①
福祉なんでも相談窓口設置数
（校区・定点型）

１６
小学校区

計画値 16小学校区 計画値 16小学校区 令和5年度実績
に3月設置予定
を含む実績値 ７小学校区 実績値 １１小学校区

②
増進型地域福祉ネットワーク
（圏域）会議開催数

１２回
計画値 ３回 計画値 ９回

3圏域／3回開催

実績値 ３回 実績値 9回

③
増進型地域福祉ネットワーク
包括支援会議開催数

５０回
計画値 ２０回 計画値 ２５件

実績値 ２２回 2.15時点 ７１件

■重点施策評価シートにおける量的評価

■令和５年度（R6.2.15時点）

令和５年度 進捗状況について（報告） R６．２．１５時点
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令和５年度「福祉なんでも相談窓口（校区型）」

4

圏
域

小学校区
定点型
設置数

設置場所 ★新規開設

第1

喜志 1 ★喜志菊水苑（事業者協働）

喜志西 ２
梅の里南集会所（福祉委員会）
梅の里2丁目集会所（福祉委員会）

新堂 ２
清水町集会所（福祉委員会）
緑ヶ丘集会所（福祉委員会）

富田林

第2

川西

錦郡

彼方 1 楠風台集会所（福祉委員会）

大伴

東条 1 山手町集会所（自治会・福祉委員会）

第3

高辺台 1 高辺プラザ（福祉委員会）

久野喜台 1 ★久野喜台小MINAYORU（福祉委員会）

伏山台 1 金剛第３住宅集会所（福祉委員会）

藤沢台 1 地域サポートセンターほのぼの（福祉委員会）

小金台 １ ★明治池集会所（福祉委員会）R6.3.16～

向陽台 1 ★エコール・ロゼ（事業者協働）

寺池台

令和５年度 ：11小学校区・13か所

令和4年度末：７小学校区・９か所
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多機関協働事業

地域包括支援
センター

障がい者基幹相談
支援センター

利用者支援
（特定型・母子保健型）

生活困窮者
自立相談支援機関

福祉なんでも相談

(csw)

相談支援機関

高齢介護課

障がい福祉課

こども未来室

増進型地域福祉課

社会福祉協議会
(地域福祉コーディネーター)

多機関協働・調整機能

〇市全体で包括的な相談支援体制を構築する
〇支援関係機関の役割分担を図る
〇適切な支援が行えるよう「包括支援会議」及び
「重層的支援会議」を随時開催する

包括支援会議（社会福祉法第106条の6）

（構成員）多機関協働担当者・支援関係機関 等

（内 容）情報共有や役割分担、支援方針の検討

※本人の同意なしで、関係機関で気になっている複雑化・複合化
したケースの情報共有が可能となる。

※包括ケア会議・障がい者自立支援協議会・支援調整会議・要保護
児童対策協議会等の既存の会議と、必要に応じて包括支援会議の
両方を活用

弁護士会・司法書士会・社会福祉士会
〇専門的知見に基づく情報提供及び
助言などの後方支援

専門職派遣
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32件（57.1％）

21件（37.5％）

7件（12.5％）

31件（55.4％）

包括支援会議（ｎ＝56）における分野別の関連割合

（令和６年１月末時点）

包括支援会議開催数（うち、専門相談・協議会）

56件（40件）

「専門相談・協議会」
（専門職派遣事業による支援者の後方支援）

弁護士会

司法書士会

社会福祉士会

高齢介護課

関係機関
・関係者

障がい福祉課
増進型

地域福祉課
（事務局）

社会福祉
協議会

○毎月第2・4火曜日
14:00～16:00

※第２火曜日は輪番で
２団体が参加

H31年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度

養成講座受講者 1 2 0 2 8

バンク登録者 8 7 7 9 16

新規受任件数 1 0 0 0 4

受任終了件数 0 0 1 0 1

市民後見人養成・受任状況 （直近5年）

※バンク登録は3年ごとに更新。更新時に70歳を超えている場合は退会となる。

専門相談・協議会（ｎ＝40）における検討事項

5

5

6

7

8

11

21成年後見制度申立て

後見人支援・受任者調整

相続・財産処分

収支・家計改善

債務整理

権利侵害

触法

高齢分野

障がい分野

こども分野

地域福祉分野

申立て件数
（準備を含む）

５件

６

市長申立てからの受任 ２

専門職後見人からのリレー １

親族後見人からのリレー １



令和6年度に向けて

 地域の関係団体や支援機関等と協働し、「地域総合拠点（MINAYORU） 」を活用して、市内16 
小学校区に「福祉なんでも相談窓口」の開設をめざしていく。

 令和６年度から富田林市社会福祉協議会では、法人後見の実施も含めた「権利擁護センター」が
開設されることから、関係課や関係機関による中核機関の機能をより強化し、多様な権利擁護支援
ニーズに対応していく。

 収支や家計管理に関する課題に対する家計改善支援は専門性が高いことから、生活困窮者自立
相談支援事業と併せて、ファイナンシャルプランナーによる相談支援体制を確保し、債務や滞納の
解消等の家計改善支援に取り組んでいく。

⇒ 地域の理想の実現に向けた多様な地域活動（地域づくり事業）を土台として、属性を問わない
相談支援、支え合うことができる体制整備（包括的相談支援・多機関協働）と、課題を抱えた人
や世帯と地域をつなぐ（アウトリーチ・参加支援事業）個別支援が関連し合い、「増進型地域福祉」
の視点での付加価値が生まれるよう、重層的支援体制整備事業の一体的な取組を進めていく。
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相談支援

地域とのつながり
や関係性づくりを

行う支援

福祉なんでも相談

校区・地区
福祉委員会

地域福祉
コーディネーターCSW

校区プログラムの企画・実践

地域課題の共有と
地域の理想を追求する

校区交流会議

参加支援・アウトリーチ

地域づくり

地域づくりを土台に
「〇〇×〇〇…×福祉」

その人らしい生き方の実現

＋

持続可能な地域社会

持続する幸福な
生き方・社会

８

緩やかな見守り
・場の提供

早期の発見
・つなぎ


